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議案第1号

八千代市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定にっいて

八千代市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を炊のように制定する。

令和 2年11月3 0日提出

八千代市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

(趣旨)

第 1条この条例は,生産緑地法(昭和4 9年法律第68号。以下「法」とい

う。)第3条第2項の規定に基づき,本市における生産緑地地区に定めるこ

とができる区域の規模について定めるものとする。

(区域の規模)

第2条法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は,300平方メ

ートノレ以上とする。

附則

この条例は,公布の日から施行する。

八千代市長服.部友則

提案理由

生産緑地地区に定めることができる区域の規模を定めるため,条例を制定い

たしたい。
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議案第2号

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

を次のように制定する。

令和 2年11月3 0日提出

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例

(八千代市下水道条例の一部改正)

第1条八千代市下水道条例(昭和43年八千代市条例第42号)の一部を次

のように改正する。

附則第2項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合

(平均貸付割合(」に,「の規定により告示された割合」を「に規定する平

均貸付割合をいう。)」に改め,「(以下この項において「特例基準割合適

用年」という。)」を削り,「当該特例基準割合適用年における特例基準割

合」を「その年における延滞金特例基進割合」に,「当該特例基準割合に」

を「当該延滞金特例基準割合に」に改める。

(八千代市八千代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

第2条八千代市八千代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和4

8年八千代市条例第4号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合

(平均貸付割合(」に,「の規定により告示された割合」を凡こ規定する平

均貸付割合をいう。)」に改め,「(以下この項において「特例基準割合適

用年」という。)」を削り,「当該特例基準割合適用年における特例基準割

合」を「その年における延滞金特例基準割合」に,「当該特例基準割合に」

を「当該延滞金特例基準割合に」に改める。

八千代市長服部友則
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(八千代市国民健康保険条例の一部改正)

第3条八千代市国民健康保険条例(平成6年八千代市条例第20号)の一部

を次のように改正する。

附則第5条中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延沸金特例基準割合

(平均貸付割合(」に,「の規定により告示された割合」を「に規定する平

均貸付割合をいう。)」に改め,「(以下二の条において「特例基準割合適

用年」という。)」を削り,「当該特例基準割合適用年に船ける特例基準割

合」を「その年における延滞金特例基準割合」に,「当該特例基準割合に」

を「当該延滞金特例基準割合に」に改める。

U＼千代市市営住宅等管理条例の一部改正)

第4条八千代市市営住宅等管理条例(平成9年八千代市条例第26号)のー

部を次のように改正する。

附則第10項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割

合(平均貸付割合(」に,「の規定により告示された割合」を「に規定する

平均貸付割合をいう。)」に改め,「(以下この項において「特例基準割合

適用年」という。)」を削り, f当該特例基準割合適用年における特例基準

割合」を「その年に船ける延滞金特例基準割合」に,「当該特例基準割合に

」を「当該延滞金特例基準割合に」に改める。

U＼千代市介護保険条例の一部改正)

第5条八千代市介護保険条例(平成12年八千代市条例第2号)の一部を次

のように改正する。

附則第2条中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合

(平均貸付割合 U に,「の規定により告示された割合」を「に規定する平

均貸付割合をいう。)」に改め,「(以下この条において「特例基準割合適

用年」という。)』を削り,「当該特例基準割合適用年における特例基準割

合」を「その年における延滞金特例基準割合」に,「当該特例基準割合に」

を「当該延滞金特例基準割合に」に改める。

(八千代市後期高齢者医療に関する条例の一部改正)

第6条八千代市後期海齢者医療に関する条例(平成20年八千代市条例第2

号)の一部を次のように改正する。
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附則第3条中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合

(平均貸付割合(」に,「の規定により告示された割合」を「に規定する平

均貸付割合をいう。)」に改め,「(以下この条において「特例基準割合適

用年」という。)」を削り,「当該特例基準割合適用年における特例基準割

合」を「その年における延滞金特例基準割合」に,「当該特例基準割合に」

を「当該延滞金特例基準割合に」に改める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,令和3年1月1日以後

の期間に対応する延滞金について適用し,同日前の期問に対応する延滞金に

ついては,なお従前の例による。

・ 5 ・

提案理由

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い,関係条例を改正いたしたい。





議案第3号

八千代市特別職の職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

八千代市特別職の職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。

令和2年11月30日提出

八千代市特別職の職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例

第1条八千代市特別職の職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(昭和
:勺

49年八千代市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第 3 条第4 項中「1 0 0分の 2 0 5」を「1 0 0分の 2 0 0」に改める。

第2条八千代市特別職の職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例の一部

を次のように改正する。

第 3 条第4 項中「1 0 0分の 2 0 0」を「1 0 0分の 2 0 2.5」に改め

る。

八千代市長服部友則

附則

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4

月1日から施行する。

提案理由

市長等及び議長等の期末手当の支給割合を改定するため,条例を改正いたし

たい。

・フ・
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議案第4号

)

八千代市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

八千代市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように

制定する。

令和 2年11月3 0日提出

ついて

八千代市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

U＼千代市一般職員の給与に関する条例の一部改正)

第1条八千代市一般職員の給与に関する条例(昭和32年八千代市条例第1

5号)の一部を次のように改正する。

第 2 2 条第 2 項及び第 3 項中「10 0分の 1 3 0」を「1 0 0分の12 5

j に改める。

第2条八千代市一般職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第 1 2 条第 2 項中「月額」を「額」に改め,同項第 1号中「1箇月」を「

月の 1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間」に

改め,伺項第 2 号ア中「3,9 8 0円」を「月額 3,9 8 0円」に,「5,

560円」を「月額5,560円」に,「8,390円」を「月額8,39

0円J に,「10,900円」を「月額10,900円」に,「13,95

0円」を「月額 1 3,9 5 0円」に改め,同号イ中「3,9 8 0円」を「月

額 3,9 8 0円」に改め,同号ウ中「,3 9,4 3 0円を超えるときは 3 9,

430円」を「月額39,430円を超えるときは,月額39,430円j

に改め,同項第3号中「自転車等を」を「,自転車等を」に改め,「の合計

額」を削る。

第 15 条中「第 2 0 条」を「第 2 0 条第 1項」に改める。

第16 条第 1項,第3項及び第4項,第17条並びに第 18条中「第20

条」を「第2 0条第2項」に改める。

八千代市長服部友則

・ 9 ・



第 2 0 条中「勤務 11侍問」を「第 1 5 条に規定する勤務 111寺Ⅲ1」に改め,

同条に次の 1項を加える。

2 第 16 条から第 18 条までに規定寸る勤務 1時問当たりの給与額は,給

料.月額及びこれに対寸る地域手当の月額の合計額に 12を乘じ,その額を

1週問当たりの勤務時問に52 を乗じたものから規則で定める時問を減じ

たもので除して得た額とする。

第22条第2項及び第3項中「100分の125」を TI00分の127

5」に改める。

附則第 19項中「第2 0条」を「第2 0条第 1項」に改める。

UX千代市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改

正)

第3条八千代市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平

成27年八千代市条例第35号)の一部を次のように改正する。

第8条第2項中「100分の130」を「100分の125」に,「10

0分の 1 7 0」を「1 0 0分の 1 6 5」に改める。

第4条八千代市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例のー

部を次のように改正する。

第8条第2項中「100分の125」を「100分の127.5」に,「

100分の165」を「100分の167.5」に改める。

(ハ千代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第5条八千代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元

年八千代市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第16 条第 1項に後段として次のように加える。

この場合において,給与条例第 22条第2項中「100分の 125」と

あるのは,「10 0分の 1 3 0」と読み替えるものとする。

第 2 5 条第 1項中「第2 2条第4項」を「第 2 2条第 2項中「10ゆ分の

1 2 5」とあるのは「1 0 0分の 1 3 0」と,同条第4項」に,「,「」を

r h に改める。

第6条八千代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

次のように改正する。



第 1 4条中「第2 0条」を「第 2 0 条第 1項」に改める。

第 16 条第 1項中「規定」の次に「(第 2 2 条第 2 項を除く。)」を加え,

同項後段を次のように改める。

この場合に船いて,給与条例第22条第4項から第6項までの規定中「

第2項」とあるのは,「八千代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例第16条第2項」と読み替えるものとする。

第 16 条第 3項を同条第4.項とし,同条第 2項中「前項」を「第 1項」に

改め,同項を同条第3項とし,同条第 1項の炊に次の 1項を加える。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に 100分の 127.5 を乗じて得た

額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

① 6箇月10 0分の 10 0

② 5箇月以上6箇月未満 100分の80

③ 3箇月以上5箇月未満 100分の60

④ 3箇月未満 100分の 30

第 2 5 条第 1項中「規定」の次に「(第 2 2 条第 2 項を除く。)」を加え,

「第 2 2 条第 2項中「1 0 0分の 1 2 5」とあるのは「1 0 0分の 1 3 0」

と,同条第4項中」を「第2 2条第4項中「第2項」とあるのは「八千代市

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第25条第2項」と,」

に改め,「平均額」」の次に「と,同条第 5 項及び第6 項中「第2項」とあ

るのは「八千代市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第25

条第2項」」を加え,同条第3項を同条第4項とし,同条第 2項中「前項」

を「第1項」に改め,同項を同条第3項とし,同条第 1項の炊に次の 1項を

加える。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に 100分の 127.5 を乗じて得た

額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号

に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

住) 6箇月10 0分の 10 0

② 5箇月以上6箇月米満 100分の80

③ 3箇月以上5箇月未満 100分の60
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④ 3箇月未満 100分の 30

附則

(施行卿日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6 条

並びに附則第4項及び第5項の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の八千代市一般職員の給与に関する条例第12

令条の規定は,令和3年4月以後の月分の通勤手当の支給について適用し,

和3年3月以前の月分の通勤手当の支給については,なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の八千代市一般職員の給与に関する条例第16

、条,第 17 条,第 18 条及び第2 0 条の規定は,令和 3年4月以後の月分の

令時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給について適用し,

和3年3月以前の月分の時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の

支給については,なお従前の例による。

(八千代市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 八千代市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八千代市条例第1号)

の一部を次のように改正する。

第 10 条第 1項中「第 2 0 条」を「第 2 0 条第 1項」に改める。

(八千代市一般職員の給料の臨時特例に関する条例の一部改正)

5 ハ千代市一般職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年ハ千代市条

例第31号)の一部を次のように改正する。

第 1条第 3 項中「第 2 0条」を「第 2 0 条第 1項」に,「同条」を「同項

」に改める。

第2条中 T第20条」を「第2 0条第 1項」に改める。

提案理由

人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ,期末手当の支給割合を改定す

る等のため,条例を改正いたしたい。

・ 12 ・



議案第5号

八千代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について

八千代市家庭的保育事業等の設備.及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を炊のように制定する。

令和2年11月30日提出

八千代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例

八千代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成

26年八千代市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第2条中「属する家庭的保育事業等」の次に「を利用している乳児又は幼児

」を加える。

第 24条第2項第2 号中「第34条の 20第 1項第4号」を「第34条の 2

0第 1項第3 号」に改める。

第38条第4号中「場合」の炊に「又は保護者の疾病,疲労その他の身体上,

精神上若しくは環境上の理由により家庭に船いて乳幼児を養育することが困難

な場合」を加える。

附則

この条例は,公布の日から施行する。

八千代市長服部友則

提案理由

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正等のため,条例を改正

いたしたい。

・ 13 ・





議案第6号

八千代市火災予防条例の一部を改正する条例の制定にっいて

八千代市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和 2年11月3 0日提出

八千代市火災予防条例の一部を改正する条例

八千代市火災予防条例(昭和48年八千代市条例第35号)の一部を炊のよ

うに改正する。

第8条の 3 第 1項中「第4 4条第 10号」を「第4 4条第 11号」に改める。

第 11条の 2第 1項中「変圧して,」の次に「電気自動車等(」を,「原動

機付自転車をいう」の次に「。第 12 号において同じ。)をいう」を加え,「

5 0 キロワット」を「2 0 0 キロワット」に改め,同項中第 1 4 号を第 18 号

とし,第 13 号を第 17号とし,同項第 12 号イ中「。また,異常な高温とな

つた場合には,急速充電設備を自動的に停止させること」を削り,同号に次の

ように加える。

ウ温度の異常を自動的に検知する構造とし,異常な高温又は低温を検知

した場合には,急速充電設備を自動的に停止させること。

工制御機能の異常を自動的に検知する構造とし,制御機能の異常を検知

した場合には,急速充電設備を自動的に停止させること。

第 11条の 2第 1項中第 12号を第 16 号とし,第 11号を第 12号とし,

同号の次に次の3号を加える。

⑬コネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をい

う。以下この号において同じ。)について,操作に伴う不時の落下を防止

する措置を講ずること。ただし,コネクターに十分な強度を有するものに

あっては,この限りでない。

⑭充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては,当該液体

が漏れた場合に,漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造と

八千代市長服部友則

・ 15 ・



すること。また,充電用ケープルを冷却するために用いる液体の流量及ぴ

温度の異常を自動的に検知する枇造とし,当該液体の流量又は温度の異常

を検知した場合には,急速充電設備を自動的に停止させる措霞を講ずるこ

と。

⑮複数の充電用ケーブルを有し,複数の電気自捌亘巨等に同時に充電する機

能を有するものにあっては,出力の釖替えに係る開閉器の異常を自動的に

検知寸る榊造とし,当該開閉器の異常を検知した場合には,急速充電設備

を自動的に停止させる措置を講ずること。

第 11条の 2第 1項中第 10 号を第 11号とし,第 7 号から第9 号までを 1

号ずっ繰り下げ,同項第6号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動

車等」に改め,同号を同項第 7 号とし,同項第5号中「電気を動力源とする自

動車等」を「電気自動車等」に改め,同号を同項第6号とし,同項第4号中「

電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め,同号を同項第5号

とし,同項中第3 号を第4号とし,第2 号を第 3号とし,第 1号を第 2号とし,

同号の前に歌の1号を加える。

①急速充電設備(全出力 50キロワット以下のもの及び消防長が認める延

焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける

場合にあっては,建築物から3メートル以上の距醗を保つこと。ただし,

不燃材料で造り,又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは,

この限りでない。

第44条第 14号中「充てんする」を T充填する」に改め,同号を同条第1

5号とし,同条中第 13 号を第 14号とし,第 10号から第 12号までを 1号

ずっ繰り下げ,同条第9号の次に次の 1号を加える。

⑩急速充電設備(全出力 50 キロワット以下のものを除く。)

附則

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され,又は設置の工事がされているこの条例

による改正後の八千代市火災予防条例第11条の2第1項に規定する急速充

・ 16 ・



電設備に係る位置,構造及び管理に関する基準の適用については,なお従前

の例による。

提案理由

対象火気設備等の位置,構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い,条例を改正いたしたい。

.1

・ 17,





議案第7号令和2年度八千代市一般会計補正予算(第8号)

議案第8号令和2年度八千代市介護保険事業特別会計補正予算(第4号)

議案第9号 令和2年度八千代市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号

議案第10号令和2年度八千代市水道事業会計補正予算(第2号)

議案第11号令和2年度八千代市公共下水道事業会計補正予算(第1号)





議案第12号

八千代市第5次基本構想について

八千代市第5次基本構想を別冊のとおり定めるため,議会の議決を求める。

令和 2年11月3 0日提出

提案理由

人口減少や超高齢化の影響を踏まえた将来の展望を描き,総合的かっ計画的

なまちづくりを進めていくための指針として,令和3年度を初年度とし令和 1

0年度を目標年度とする,八千代市第5炊基本構想を定めたい。

八千代市長服部友則

・21・





議案第13号

契約の締結につぃて

市は,次の契約を締結する。

令和 2年11月3 0日提出

1 契約事項

提案理由

(仮称)八千代市学校給食センター東八千代調理場整備・運営事業にっいて,

株式会社東八千代学校給食サービスと契約を締結いたしたい。

契約の相手方

(仮称)八千代市学校給食センター東八千代調理場整備

・運営事業

総合評価一般競争入札

6,054,376,241円

(上記契約金額に金利変動及び物価変動に伴う増減額並

びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内)

八千代市大和田112

株式会社東八千代学校給食サービス

代表取締役荻久保英男

八千代市長服部友則

・ 23 ・
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議案第 14号

路線の認定について

市は,炊の路線を市道に認定する。

令和 2年1 1,月3 0日提出

・ 25 ・

18番8

150175

路線名

150176

村上

265号系臭

起

15017フ

村上

266号吊泉

八千代市長

村上字五百堂

(地番地先)

210159

大手口田

154別泉

村上字五百堂

点

220129

大禾口田新田

479別泉

服

終

大矛口田割原山

邦

3248番

300562

高津

136号寺泉

友則

村上字五百堂

(地番地先)

大和田新田字壱本*公前

188番47

3249番1

300563

萱田町

74号1泉

村上字五百堂

点

高き轡亭窟ノ前

89番22

400507

大和田新田

480尉泉

重要な繩圖地

(赴播地先)

大矛口田ヰ掠山

3280番1

萱田町字池ノ谷津

706番 18

400508

緑が丘西

135号線

大和田新田字壱オ寸公前

188番54

3249番1

大手n田新田字向山

474番6

309番45

400509

緑が丘西

136号線

備考

高津字宮ノ剛

89番25

緑が丘西八丁目

緑が丘西

137別泉

萱田町字池ノ谷津

706番14

緑が丘西七丁目

大矛口田新田字向山

474番30

309番42

緑が丘西五丁目

玲番H

10番8

緑が丘西八丁目

10番50

4番20

緑が丘西七丁目

緑が丘西五丁艮

4番 18

記

整
番

理
号



400510

4005H

吉橋

400512

76別泉

吉橋字内野

400513

吉橋

フ7別泉

割栃字内野

400514

歩行者道

65別泉

78別泉

10認番 101

吉橋字内野

400515

大和田新田

481引泉

吉橋字内野

10朋番 102

吉橋字内野

600194

大和田新田

482号1泉

吉橋字内野

10認番99

大和田新田字貞光寺野

926番53

700567

米本

10卵番95

吉橋字内野

10認番95

大和田新田字八11誠

999番4

700568

村上

267号1泉

52号1泉

10認番 HO

吉橋字内野

米本字大山

700569

上高野

198号1泉

10認番105

大和田新田字貞光寺野

926番58

村上ヰ中公葉

上高野

199別泉

10認番95

'大和田新田字八11番藪

999番8

2380 番 111

上高野字上谷津台

1079番30

提案理由

開発行為により築造された道路を市道路線として認定いたしたい。

米本字大山

1201番 11

上高野字上谷津台

1067番47

村上ヰ中公葉

2380番H8

上高野字上谷津台

1079番15

1201番9

上高野字上谷津台

1106番 10

26

橋上
口



議案第 15 号

監査委員の選任について

八千代市監査委員に次の者を選任したいので,議会の同意を求める。

令和 2年11月3 0日提出

提案理由

令和 2年12月31日をもって任期満了となることに伴い,次期監査委員を

選任いたしたい。

大谷益世

東京都江東区豊洲

八千代市長

記

服 部友則
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